
１．景観計画について

　　日向市は、平成１８年１０月に景観行政団体に移行し、市民・事業者・行政が協力して、景観形

　成を推進しています。景観計画が定められている区域では、建築物や工作物等の新築、増築、改築

　若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更について、景観計

　画に定めている基準や配慮事項等に基づいて計画・設計していただき、行為着手の３０日前までに

　市長への届出が必要になります。（届出部数：２部）

　　景観形成基準は、各景観計画に掲載されていますので、参考にしてください。現在、細島地区・

牧水の里・美々の里・日豊海岸地域の４つの景観計画があります。

２．届出対象行為及び添付書類

※必要に応じ上記以外の書類（鳥瞰図、製品カタログ等）を提出していただくことがあります。

３．その他

　　日向市ホームページから景観計画に係る資料をダウンロード出来ますので、ご利用ください。

　　　　日向市ホームページ　＞　産業・経済・ビジネス　＞　都市建設・景観　＞

　　　　＞　景観まちづくりに関する各種の届出・支援制度

　　　「細島地区景観計画」「牧水の里景観計画」「美々の里景観計画」「日豊海岸地域景観計画」

　　　「日向市景観計画区域内行為（変更）届出書」

　　　「日向市景観計画区域内行為完了届出書」

４．問合せ先

　　日向市 建設部 都市政策課 技術調整係

　　　　　TEL：0982－52－2111（内線2305）

　　　　　FAX：0982－54－2639
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※景観アドバイザー
　による事前相談会

※行為着手の３０日前
　までに市長に届出

※３

※２

※１

※１　景観法により、届出を要する行為について、届出後、30日（最長90日）を経過した日以

　　　降でなければ、その行為に着手できません。

※２　審査期間は通常２週間程度を予定してください。ただし、行為を行う場所や内容によって

　　　は、２週間を超える場合があるので、届出前の事前相談を十分に行うようにしてください。

※３　特に景観上重要な場所での行為など、景観に対する影響が大きいものについては、必要に

　　　応じて、日向市景観審議会に意見を聴く場合があります。その場合、行為着手までの期間

　　　が延長されることがあります。
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様式第1号(第3条関係)

日向市本町１０番５号

　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　日向　太郎

0982－52－2111

　　景観形成基準は、各景観計画に掲載されていますので、参考にしてください。現在、細島地区・

牧水の里・美々の里・日豊海岸地域景観計画の４つがあります。

景観計画区域

　

　

　

所 在 地

その他の物件 （ ）

景観法第１６条
第１項

第２項

施 工 者

電 話

廃棄物土石

事 務 所 名

設 計 者
( 代 理 者 ) 氏 名

事 務 所 名

所 在 地

電 話

氏 名

行為の種類
色彩の変更

形質

年 11 2

同上

移転増築

建 築 物

再生資源

増築

土地の（ ・区画

工 作 物

開 発 行 為

物 件 の 堆 積

本町１０番５号

日

10 月

新設

新築

外観の変更（修繕、模様替）

0982－52－2111

平成 22 1

住 所

年

日向市景観計画区域内行為（変更）届出書

日向市長 様十屋　幸平

日

～

日向市本町１０番５号

日向市役所建築事務所

日向　次郎

23 28月122

日向市

氏 名 印

電 話 番 号

の規定により、次のとおり届け出ます。

完了予定日日月 年平成

改築

区 域 区 分

行為の期間

○○地区

行為の場所

着手予定日 平成

外観の変更（修繕、模様替）

）の変更

色彩の変更

改築 移転

※変更届出の場合は第２項に該当します

記入例



届出内容

届出部分の面積

㎡150㎡

建 築 面 積

延 べ 面 積 ㎡

㎡

150

㎡

　化粧ブロック仕 上 材

ＣＢ
規 模

その他構造 高さ

100.8

屋　根

陶器瓦

㎡

8

階 数

工 作 物 を 含 め
た 高 さ の 合 計

その他

㎡

㎡

色彩（マンセル値）

種 類

仕 上 材

５YR６/２

外　壁

　１０Ｒ４/６

タイル貼り

ｍ ｍ

　ブロック塀

延長 表面積

５YR３/３

㎡

届出部分

一戸建て住宅

２階

100

200 ㎡200

100

合計

届出以外の部分

敷 地 面 積

色彩（マンセル値）

外 観 の 変 更 及
び 色 彩 の 変 更

工 作 物
の 概 要

建 築 物
の 概 要

最 高 高 さ

用 途

構 造 木造

㎡

㎡

ｍ堆 積 物 の 高 さ物件の堆積

行 為 の 内 容

堆 積 物 の 面 積

開 発 行 為
の 概 要

区 域 の 面 積

行 為 の 内 容

㎡

ｍ7.5 7.5

7.5

ｍ ｍ

ｍ

※参考となる資料を

添付してください

※参考となる資料を

添付してください



様式第3号(第3条関係)

日向市本町１０番５号

　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　日向　太郎

0982－52－2111

景観計画区域

　

　

　

: 完了時の写真（建築物等の外観及び敷地内の状況の分かるもの）

日向市長 十屋　幸平 様

外観の変更（ 修繕、模様替 ）

23 2

建 築 物

氏 名

色彩の変更

物 件 の 堆 積

土地の（

外観の変更（ 修繕、模様替 ）

）の変更

再生資源

その他の物件（　　　　　　　）

印

区 域 区 分

完 了 日 年

形質

行為の場所

工 作 物
増築

○○地区

電話番号

日向市景観条例第１５条の規定により、次のとおり届け出ます。

土石

区画・

行為の種類

28

日向市 本町１０番５号

平成 日月

増築 移転

1 日平成 月23 年 3

日向市景観計画区域内行為完了届出書

移転改築

色彩の変更

改築

住 所

受 付 欄

開 発 行 為

添付書類

新築

廃棄物

新設

記入例


